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                         SOL日本サーバス管理者 

LOI(Letter of Introduction)のついて---お知らせ 

SOL本部より次のような知らせが届きました。 

 ”SOL を利用して LOI を作成できますが、証明に必要なスタンプは、2018年 12 月末まで紙スタン

プで発行して下さい。今後通知をするまで e-Stampは LOIの有効な証拠とはなりません。” 

  SOLを使って写真、Personal Background の編集、申請者のサインは利用できます。その後支部

長さんへ PDFファイルを送り、支部長さんのサインと紙スタンプを添付してもらうことができます。 

LOI を取得する手続きとしては、従来の方法でもよいですが、SOL で Personal Background の編集、

申請者のサインなどをしておくと早く LOIが得られると思います。 

  


